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第７号　議案

　

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）

（一 時 借 入 金）

（歳出予算の流用）

　　　

令和 ８ 年 ２ 月 ２５ 日　提出
朝倉市長　　　林　裕　二　　　　　

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次
　のとおりと定める。
　（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費
　　　　の各項の間の流用

令 和 ８ 年 度　  朝 倉 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

令和８年度朝倉市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３８６，００６千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３０，０００千円と定める。
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第１表　歳入歳出予算

     (歳        入) （単位：千円）

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 １，０２０，３３１

 1 後期高齢者医療保険料 １，０２０，３３１

 2 使用料及び手数料 １１

 1 手数料 １１

 4 繰入金 ３６２，９５０

 1 一般会計繰入金 ３６２，９５０

 5 繰越金 １

 1 繰越金 １

 6 諸収入 ２，７１３

 1 延滞金加算金及び過料 １０１

 2 償還金及び還付加算金 １，５００

 3 雑入 １，１１２

１，３８６，００６

     (歳        出) （単位：千円）

款 項

 1 総務費 ４５，４１３

 1 総務管理費 ４２，７０９

 2 徴収費 ２，７０４

 2 分担金及び負担金 １，３３６，０９３

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 １，３３６，０９３

 3 諸支出金 １，５００

 1 償還金及び還付加算金 １，５００

 4 予備費 ３，０００

 1 予備費 ３，０００

１，３８６，００６

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計



令　和 ８  年　度

朝倉市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書
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歳入歳出予算事項別明細書
１．総括

（歳　入） （単位：千円）

款

 1 後期高齢者医療保険料 1,020,331 877,919 142,412

 2 使用料及び手数料 11 101 △90

 4 繰入金 362,950 328,916 34,034

 5 繰越金 1 1 0

 6 諸収入 2,713 2,729 △16

1,386,006 1,209,666 176,340

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

歳 入 合 計
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（歳　出） （単位：千円）

款

 1 総務費 45,413 45,665 △252 0 0 1,124 44,289

 2 分担金及び負担金 1,336,093 1,159,501 176,592 0 0 100 1,335,993

 3 諸支出金 1,500 1,500 0 0 0 1,500 0

 4 予備費 3,000 3,000 0 0 0 0 3,000

1,386,006 1,209,666 176,340 0 0 2,724 1,383,282歳 出 合 計

本年度予算額 前 年 度 予 算 額 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他



２．歳入

（款）   1 後期高齢者医療保険料 （項）   1 後期高齢者医療保険料 （単位：千円）

節   

目

 1 特別徴収保険料 582,600 520,415 62,185  1 特別徴収保険料 582,600 【保健福祉部保険年金課】

現年度分 582,600

 2 普通徴収保険料 437,731 357,504 80,227  1 現年度分普通徴収保険料 435,931 【保健福祉部保険年金課】

現年度分 435,931

 2 滞納繰越分普通徴収保険料 1,800 【保健福祉部保険年金課】

滞納繰越分 1,800

計 1,020,331 877,919 142,412

（款）   2 使用料及び手数料 （項）   1 手数料 （単位：千円）

節   

目

 1 証明手数料 1 1 0  1 諸証明手数料 1 【保健福祉部保険年金課】

諸証明手数料 1

 2 督促手数料 10 100 △ 90  1 督促手数料 10 【保健福祉部保険年金課】

督促手数料 10

計 11 101 △ 90

説 明本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

説 明
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（款）   4 繰入金 （項）   1 一般会計繰入金 （単位：千円）

節   

目

 1 一般会計繰入金 362,950 328,916 34,034  1 事務費繰入金 39,704 【保健福祉部保険年金課】

事務費繰入金 39,704

 2 保険基盤安定繰入金 289,062 【保健福祉部保険年金課】

保険基盤安定繰入金 289,062

 3 職員給与費等繰入金 34,184 【保健福祉部保険年金課】

職員給与費等繰入金 34,184

計 362,950 328,916 34,034

（款）   5 繰越金 （項）   1 繰越金 （単位：千円）

節   

目

 1 繰越金 1 1 0  1 前年度繰越金 1 【保健福祉部保険年金課】

純繰越金 1

計 1 1 0

説 明本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

説 明



（款）   6 諸収入 （項）   1 延滞金加算金及び過料 （単位：千円）

節   

目

 1 延滞金 100 100 0  1 延滞金 100 【保健福祉部保険年金課】

延滞金 100

 2 過料 1 1 0  1 過料 1 【保健福祉部保険年金課】

過料 1

計 101 101 0

（款）   6 諸収入 （項）   2 償還金及び還付加算金 （単位：千円）

節   

目

 1 保険料還付金 1,500 1,500 0  1 保険料還付金 1,500 【保健福祉部保険年金課】

保険料還付金 1,500

計 1,500 1,500 0

（款）   6 諸収入 （項）   3 雑入 （単位：千円）

節   

目

 1 滞納処分費 1 1 0  1 滞納処分費 1 【保健福祉部保険年金課】

滞納処分費 1

 2 雑入 1,111 1,127 △ 16  1 雑入 1,111 【保健福祉部保険年金課】

雑入 1,111

計 1,112 1,128 △ 16

説 明本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

説 明

本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

説 明

本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
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３．歳出

（款）   1 総務費 （項）   1 総務管理費 (単位：千円)

節       

目

 1 一般管理費 42,709 43,165 △456 0 0 1,112 41,597  1 報酬 194 【保健福祉部保険年金課】

 2 給料 16,042 一般管理費 8,525

 3 職員手当等 11,688

 4 共済費 6,454

10 需用費 94

11 役務費 6,400

12 委託料 726

27 繰出金 1,111

計 42,709 43,165 △456 0 0 1,112 41,597

（款）   1 総務費 （項）   2 徴収費 (単位：千円)

節       

目

 1 徴収費 2,676 2,462 214 0 0 11 2,665 10 需用費 527 【保健福祉部保険年金課】

11 役務費 2,149 徴収費 2,676

 2 滞納処分費 28 38 △10 0 0 1 27 11 役務費 28 【保健福祉部保険年金課】

滞納処分費 28

計 2,704 2,500 204 0 0 12 2,692

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他



（款）   2 分担金及び負担金 （項）   1 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位：千円)

節       

目

 1 後期高齢者 1,336,093 1,159,501 176,592 0 0 100 1,335,993 18 負担金補助 1,336,093 【保健福祉部保険年金課】

医療広域連 及び交付金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,336,093

合納付金

計 1,336,093 1,159,501 176,592 0 0 100 1,335,993

（款）   3 諸支出金 （項）   1 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

節       

目

 1 保険料還付 1,500 1,500 0 0 0 1,500 0 22 償還金利子 1,500 【保健福祉部保険年金課】

金 及び割引料 保険料還付金 1,500

計 1,500 1,500 0 0 0 1,500 0

（款）   4 予備費 （項）   1 予備費 (単位：千円)

節       

目

 1 予備費 3,000 3,000 0 0 0 0 3,000 【保健福祉部保険年金課】

予備費 3,000

計 3,000 3,000 0 0 0 0 3,000

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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給 　与　 費　 明　 細　 書
１   　一　　 般　 　職

(１)　総　　括 （単位：千円）

職 員 数
（人） 報 酬 給 料 職 員 手 当 計

4
(1)

4
(1)

0
(0)

※職員数欄の（　　）内は短時間勤務職員（再任用を含む）で外数

（単位：千円）

区 分
期末・勤勉
手 当

扶 養 手 当 地 域 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 管理職手当
時間外勤務
手 当

休 日 勤 務
手 当

管理職員特
別勤務手当

特 殊 勤 務
手 当

退 職 手 当

本 年 度 6,282 0 699 281 780 0 1,500 50 0 0 2,096

前 年 度 7,004 36 330 396 486 0 1,500 50 0 0 1,972

比 較 △ 722 △ 36 369 △ 115 294 0 0 0 0 0 124

　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

職 員 数
（人） 報 酬 給 料 職 員 手 当 計

4
(0)

4
(0)

0
(0)

※職員数欄の（　　）内は再任用短時間勤務職員で外数

（単位：千円）

区 分
期末・勤勉
手 当

扶 養 手 当 地 域 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 管理職手当
時間外勤務
手 当

休 日 勤 務
手 当

管理職員特
別勤務手当

特 殊 勤 務
手 当

退 職 手 当

本 年 度 6,282 0 699 281 780 0 1,500 50 0 0 2,096

前 年 度 7,004 36 330 396 486 0 1,500 50 0 0 1,972

比 較 △ 722 △ 36 369 △ 115 294 0 0 0 0 0 124

職 員 手 当
の 内 訳

比 較 0 △ 387 △ 86 △ 473 799

前 年 度 0 16,429 11,774 28,203 5,655 33,858

326

本 年 度 0 16,042 11,688 27,730 6,454 34,184

職 員 手 当
の 内 訳

区 分
給 与 費

共 済 費 合 計

34,037

比 較 15 △ 387 △ 86 △ 458 799 341

前 年 度 179 16,429 11,774 28,382 5,655

備 考

区 分
給 与 費

共 済 費 合 計 備 考

本 年 度 194 16,042 11,688 27,924 6,454 34,378



　イ　会計年度任用職員 （単位：千円）

職 員 数
（人） 報 酬 給 料 職 員 手 当 計

0
(1)

0
(1)

0
(0)

※職員数欄の（　　）内は短時間勤務職員で外数

（単位：千円）

区 分
期末・勤勉
手 当

通 勤 手 当
時間外勤務
手 当

休 日 勤 務
手 当

特 殊 勤 務
手 当

本 年 度 0 0 0 0 0

前 年 度 0 0 0 0 0

比 較 0 0 0 0 0

(２)　給料及び職員手当の増減額の明細

△ 387 昇給に伴う増加分 496 平均昇給率 2.98%
昇給期別職員数 (昇給期) (職員数)

7月 4人

給与改定に伴う増減分 552 給与改定の状況
　給与の改定率 3.23%

　給与の改定の実施時期 令和 7年 4月 1日

その他の増減分 △ 1,435 異動等に伴う増減分 職員数の異動状況（再任用短時間勤務職員を除く）
（現に在職する職員数） （その他） （計）

本年度 4人 0人 4人
前年度 4人 0人 4人
増  減 0人 0人 0人

採用・退職の状況等
採用 0人 退職 0人 異動 0人

△ 86 制度改正に伴う増減分 663 給与改定等に伴う増減分

その他の増減分 △ 749 異動等に伴う増減分

職 員 手 当

備 考
給 料

職 員 手 当
の 内 訳

区 分 増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明

179

比 較 15 0 0 15 0 15

前 年 度 179 0 0 179 0

本 年 度 194 0 0 194 0 194

区 分
給 与 費

共 済 費 合 計 備 考
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（３）　給料及び職員手当の状況

　ア　職員一人当たり給与   イ　初任給 （単位：円）

※平均給与月額の基礎額（給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当）

  ウ　級別職員数

計 4 100.0   

６ 級 0 0.0   

７ 級 0 0.0   

計 4 100.0   

令 和 7 年 1 月 1 日 現 在

１ 級 0 0.0   

２ 級

４ 級 1 25.0   

５ 級 0 0.0   

1 25.0   

３ 級 2 50.0   

４ 級 1 25.0   

５ 級 0 0.0   

0 0.0   

３ 級 3 75.0   

区 分
一般行政職

職員数（人） 構成比（％）

令 和 8 年 1 月 1 日 現 在

１ 級 0 0.0   

２ 級

６ 級 0 0.0   

７ 級 0 0.0   

令 和 7 年 1 月 1 日 現 在

平 均 給 料 月 額 ( 円 ) 304,300

平 均 給 与 月 額 ( 円 ) 315,325

平 均 年 齢 ( 歳 ) 36.6

平 均 年 齢 ( 歳 ) 40.7 大学卒 232,000 232,000

206,700 200,300令 和 8 年 1 月 1 日 現 在

平 均 給 料 月 額 ( 円 ) 331,125 一般行政職

平 均 給 与 月 額 ( 円 ) 358,013 高校卒

区 分 一般行政職
区　　分 一般行政職

国の制度



　（級別の標準的な職務内容）

　行政職給料表級別標準職務表

　エ　期末手当・勤勉手当 （単位：月分） 　オ　定年退職及び勧奨退職等に係る退職手当 （単位：月分）

　カ　地域手当 　キ　その他の手当

国の指定基準に基づく 支給率（％） 4 通勤手当 異 通勤距離に応じた金額について異なる

支給率（％） 4 扶養手当 同

支給対象職員数（人） 4 住居手当 同

定年前早期退職特例措置
（3～45％加算）

国 の 制 度 2.325 2.325 4.650 有

支給対象地域 朝倉市 区　　分 国の制度との異同 差異の内容

前 年 度 2.300 2.300 4.600 有 国の制度 （支給率等） 24.586875 33.27075

支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

（2～20％加算）
本 年 度 2.325 2.325 4.650 有

47.709 47.709

35年勤続の者 最高限度 その他の加算措置等 備　　考
６月 １２月

７ 級 　部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務

区 分
支給期別支給率

支給率計
職制上の段階、
職務の級等によ

る加算措置
備 考 区　　分 20年勤続の者 25年勤続の者

４ 級
　１　　係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務
　２　　課長補佐、次長及び参事補佐の職務

５ 級
　１　　課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務
　２　　課長、局長（議会事務局長を除く。）、所長（保育所長を除く。）、室長、支所長及び参事の職務

６ 級
　１　　課長、局長（議会事務局長を除く。）、所長（保育所長を除く。）、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の
　　　　職務
　２　　部長及び議会事務局長の職務

１ 級 　主事の職務

２ 級 　主査の職務

３ 級
　１　　主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務
　２　　係長、保育所長及び主任主査の職務

職 務 の 級 　職　　務　　の　　名　　称
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